
　子どもと保護者が療育を経験
することで、子どもの成長を促
します。
ところ
　こども発達支援センター
対象　市在住の３歳～小学６年
生の子どもと保護者

費用　無料
申込方法
　10月３日㈪～14日㈮の平日に
電話またはFAXのうえ来所
申込・問合先
　こども発達支援センター
　☎０７２(８００)７７０１

　里親制度について知りたい人
や里親になりたい人はお問い合
わせください。
◆里親のタイプ
①はぐくみホーム（養育里親）
…事情があって家庭で育てら
れない子どもを一定期間家庭
で育てます

②養子縁組里親…親が養育でき
ない子どもを養子として育て
ます

③週末里親…週末や夏休みなど
に児童養護施設で生活する子
どもと家庭で過ごします

※①②は事前研修が必要

10月31日㈪納付期限 市・府民税第３期、国民健康保険料第５期、後期高齢者医療保険料第４期の普通徴収　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
証
を
更
新

　

11
月
１
日
㈫
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
10
月
17

日
㈪
か
ら
収
納
課
窓
口
（
市
役
所
別

館
２
階
）
で
交
付
し
ま
す
。
仕
事
な

ど
で
業
務
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い

人
は
時
間
外
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◆
時
間
外
相
談
窓
口

と
き

　

10
月
28
日
㈮
・
31
日
㈪

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物

　

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が

で
き
る
物

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

10
月
中
旬
に
送
付

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
（
茶
色
）
を
簡
易
書
留
郵
便
で
送

付
し
ま
す
。
転
送
不
可
の
た
め
郵
便

局
に
転
送
届
を
提
出
し
て
い
る
場
合

は
、
転
送
先
に
配
達
さ
れ
ず
市
役
所

に
返
戻
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

住
民
票
の
住
所
以
外
へ
送
付
を
希

望
す
る
場
合
、
健
康
保
険
課
窓
口
で

送
付
先
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

※
不
在
の
場
合
は
「
郵
便
物
等
ご
不

在
連
絡
票
」
を
ポ
ス
ト
に
投
函
。

郵
便
局
に
連
絡
の
う
え
受
け
取
り

◆
健
康
保
険
課
で
受
け
取
る
場
合

と
き　

11
月
２
日
㈬
午
後
３
時
か
ら

持
ち
物

　

顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
受
け
取
る
場

合
、
代
理
人
の
顔
写
真
付
き
本
人

確
認
書
類
が
必
要

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

差
額
で
減
塩
レ
シ
ピ
！

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
啓
発
講

座
・
減
塩
レ
シ
ピ
講
座
を
開
催

と
き
・
内
容

　

11
月
14
日
㈪

◦
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
啓
発
講
座

…
午
前
10
時
15
分
～
11
時
15
分

◦
減
塩
レ
シ
ピ
講
座
…
午
前
11
時
25

分
～
午
後
０
時
10
分

※
プ
レ
ゼ
ン
ト
あ
り

※
講
座
終
了
後
ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
入

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

費
用　

無
料

対
象

　

市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

申
込
方
法

　

10
月
17
日
㈪
か
ら
電
話
ま
た
は
直

接
申
込
・
問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
９

犬
の
飼
い
方
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

周
り
の
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

◦
リ
ー
ド
を
つ
け
て
犬
の
散
歩
を
す

る
◦
適
当
な
長
さ
の
リ
ー
ド
で
犬
の
行

動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

◦
糞
尿
の
後
始
末
を
す
る

◆
犬
の
飼
い
方
教
室

と
き
（
11
月
）
・
と
こ
ろ

①
26
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30

分
…
交
野
市
役
所
（
交
野
市
私
部

１
︲
１
︲
１
）

②
27
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
４
時
30

分
の
う
ち
１
時
間
程
度
…
第
二
京

さ
れ
た
夏
季
は
不
適
合

◦
二
酸
化
窒
素
、
二
酸
化
硫
黄
、
浮

遊
粒
子
状
物
質
、
一
酸
化
炭
素
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
…
環
境
基
準
に

適
合

◆
水
質
汚
濁

測
定
場
所　

古
川
、
下
八
箇
荘
水
路
、

島
頭
３
丁
目
４
番
地
先
水
路

◦
水
素
イ
オ
ン
濃
度
、
生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量
、
溶
存
酸
素
量
、
浮

遊
物
質
量
…
古
川
、
下
八
箇
荘
水

路
で
測
定
、
古
川
の
み
環
境
基
準

が
適
用
さ
れ
、
環
境
基
準
に
適
合

◦
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
底
質
）
…
環

境
基
準
に
適
合

◦
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
水
質
）
…
環

境
基
準
に
適
合

◆
土
壌
汚
染

測
定
場
所　

北
打
越
公
園
、
岸
和
田

１
号
公
園
、
下
三
ツ
島
公
園

◦
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
…
環
境
基
準
に

適
合

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

環
境
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

浄
化
槽
は
適
正
な
管
理
を

　

浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
発
揮
で
き

る
よ
う
保
守
点
検
や
清
掃
を
実
施
し
、

１
年
に
１
回
定
期
検
査
を
受
け
ま
し

ょ
う
。
不
適
切
な
管
理
は
悪
臭
や
水

質
悪
化
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

検
査
申
込
先　

（
一
社
）
大
阪
府
環

境
水
質
指
導
協
会

　

☎
０
７
２（
２
５
７
）３
５
３
１

問
合
先　

守
口
保
健
所
衛
生
課

　

☎
０
６（
６
９
９
３
）３
１
３
４

10月は里親月間です

路上喫煙禁止区域を追加

コース とき
こどもを知ろう！
＜からだ個別コース＞
　遊びを通して楽に身体を動
かせる方法を学び、自宅でで
きる取り組みを考えます

◦Ａ日程…11月15日㈫・29日㈫、12月13日㈫
◦Ｂ日程…11月16日㈬・30日㈬、12月14日㈬
※�時間はいずれも午前11時～正午、午後１時
～２時、午後３時～４時

こどもを知ろう！
＜ことば個別コース＞
　子どもの発達に合わせて、
楽しみながらことばを話す土
台作りをします

◦Ａ日程…11月17日㈭、12月１日㈭・15日㈭
◦Ｂ日程…11月18日㈮、12月２日㈮・16日㈮
※�時間はいずれも午前11時～正午、午後１時
～２時、午後３時～４時

親子参加療育「ひまわりくらぶ」
後期参加者を募集

年
金
の
ご
相
談
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ

　

相
談
の
際
は
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
ま
た
は
年
金
証
書
を
ご
準
備
く
だ

さ
い
。

受
付
時
間

◦
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

７
時

◦
火
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
開
所

日
の
午
後
７
時
ま
で
受
付

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

相
談
先　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

②
☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
番
号
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

◆里親個別相談会
とき
　10月21日㈮
　午前10時～午後１時
※事前申込不要
ところ
　市役所別館１階ロビー
◆パネル展
とき
　10月３日㈪～31日㈪
ところ
　市役所別館１階ロビー
問合先
　大阪乳児院�里親支援機関お
むすび
　☎０９０(２５９９)３１０８

阪
道
路
高
架
下
（
交
野
市
青
山
４

丁
目
地
内
）

※
②
は
①
の
受
講
者
の
み
参
加
可

内
容　

犬
に
関
す
る
法
律
、
健
康
管

理
、
し
つ
け
の
講
義
、
実
技
講
習

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

10
月
24
日
㈪
ま
で
に
電
話
ま
た
は

大
阪
府
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み

申
込
先　

大
阪
府
動
物
愛
護
管
理
セ

ン
タ
ー
四
條
畷
支
所

　

☎
０
７
２（
８
６
２
）２
１
７
０

３
年
度
市
内
の
環
境
測
定
の
結
果

◆
大
気
汚
染

測
定
場
所　

市
役
所
局
、
市
南
局

◦
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
…
光
化
学

ス
モ
ッ
グ
予
報
・
注
意
報
が
発
令

　京阪電鉄と大阪モノレー
ルの門真市駅周辺を路上喫
煙禁止区域に指定します。
　喫煙マナーを守り、誰も
が快適、安全に過ごせる生
活環境をつくりましょう。
指定日　10月１日㈯

※府・市が管理する道路や
歩道、公園などが対象
※違反者には1000円の過料
を科す場合あり
問合先　環境政策課
　☎０６(６９０２)７２１２

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
す
る

市
・
府
民
税

10
月
分
か
ら
本
徴
収
に

　

前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人
は
、

10
月
か
ら
特
別
徴
収
税
額
が
変
わ
り

ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
か
ら
特
別
徴

収
と
な
る
人
は
、
10
月
か
ら
特
別
徴

収
が
開
始
と
な
り
ま
す
。

対
象　

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で
、

公
的
年
金
に
か
か
る
条
件
を
満
た

す
す
べ
て
の
人

※
手
続
き
は
不
要

◆
特
別
徴
収
が
継
続
さ
れ
る
場
合

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象

者
が
４
月
１
日
以
降
に
他
市
区
町
村

へ
転
出
し
た
場
合
、
今
年
度
の
本
徴

収
が
継
続
さ
れ
次
年
度
分
の
仮
徴
収

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
税
額
が
変
更
さ

れ
た
際
に
特
別
徴
収
が
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
12
月
と
２
月

分
の
本
徴
収
変
更
の
際
に
限
り
特
別

徴
収
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

固
定
資
産
税
家
屋
調
査
に

ご
協
力
を

　

新
築
・
増
築
家
屋
（
住
宅
・
店
舗

・
事
務
所
・
倉
庫
・
車
庫
な
ど
）
の

外
観
確
認
や
内
装
の
聞
き
取
り
を
す

る
た
め
、
徴
税
吏
員
証
を
携
帯
し
た

市
職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

◆
家
屋
の
滅
失
届

　

今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
す
場
合
、

滅
失
届
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
法
務
局
で
滅
失
登
記
し
た
場
合
は

提
出
不
要

◆
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更

　

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
更
に

な
っ
た
場
合
、
未
登
記
家
屋
名
義
変

更
申
告
書
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ

提
出
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

保

険

環

境

年

金

税

金
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